
内
閣
衆
質
一
五
四
第
五
〇
号

平
成
十
四
年
五
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
外
一
名
提
出
九
州
新
幹
線
工
事
と
第
三
セ
ク
タ
ー
経
営
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
十
日
受
領

答

弁

第

五

〇

号



衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
外
一
名
提
出
九
州
新
幹
線
工
事
と
第
三
セ
ク
タ
ー
経
営
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

整
備
新
幹
線
の
並
行
在
来
線
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
新
幹
線
の
開
業
時
に
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
」
と

い
う
。
）
の
経
営
か
ら
分
離
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
分
離
区
間
に
つ
い
て
は
、
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
新
幹
線
の
工
事
実
施
計
画
の
認
可
前
に
、
新

幹
線
沿
線
の
地
方
公
共
団
体
と
Ｊ
Ｒ
と
が
合
意
し
た
上
で
確
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
九
州
新
幹
線
（
鹿
児
島
ル
ー
ト
）
新
八
代
・
西
鹿
児
島
間
の
並
行
在
来
線
に
つ
い
て
は
、
当
該
区
間
に
係
る
法

に
基
づ
く
工
事
実
施
計
画
の
認
可
前
に
、
熊
本
県
、
鹿
児
島
県
及
び
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
九
州
」
と
い

う
。
）
の
三
者
間
に
お
い
て
、
Ｊ
Ｒ
九
州
か
ら
経
営
を
分
離
す
る
区
間
等
並
行
在
来
線
の
取
扱
い
に
つ
い
て
十
分
に
協
議
し

た
結
果
、
鹿
児
島
線
八
代
・
川
内
間
を
Ｊ
Ｒ
九
州
の
経
営
か
ら
分
離
し
、
両
県
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー

に
よ
り
運
営
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
合
意
が
な
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
熊
本
県
及
び
鹿
児
島
県
が
独
自
に
行
っ
た
収
支
試
算
で

一



は
、
鹿
児
島
線
八
代
・
川
内
間
を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
さ
れ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
は
将
来
に
わ
た
っ
て
赤
字
と
な
る
見
通
し
と
さ

れ
た
が
、
国
土
交
通
省
か
ら
両
県
に
対
し
、
Ｊ
Ｒ
九
州
か
ら
の
支
援
措
置
を
含
め
た
収
支
試
算
に
係
る
助
言
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
同
年
八
月
、
鹿
児
島
県
が
こ
の
助
言
を
考
慮
し
て
再
度
収
支
試
算
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
鹿
児
島
市
を
含
め
た

関
係
市
町
に
対
し
十
分
に
説
明
を
行
っ
た
結
果
、
同
年
十
一
月
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
る
同
区
間
に
お
け
る
鉄
道
の
維
持
の

方
針
が
決
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

総
務
省
（
旧
自
治
省
）
で
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
平
成
十
一
年
五
月
に
「
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
指
針
」
を
通
知

し
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
事
業
や
公
的
関
与
の
内
容
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
情
報
開
示
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

適
切
な
対
処
を
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

鹿
児
島
線
八
代
・
川
内
間
の
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
る
運
営
に
つ
い
て
は
、
熊
本
県
及
び
鹿
児
島
県
が
中
心
と
な
っ
て
対
処

す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
今
後
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
設
立
に
当
た
り
、
同
指
針
に
沿
っ
て
両
県
に
お
い
て
適
切
に
情
報
公
開
が

な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
収
支
試
算
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
か
ら
熊
本
県
及
び
鹿
児
島
県
に
対
し
助
言
を
行
っ
た
経
緯
は
あ

る
が
、
御
指
摘
の
「
当
初
」
の
試
算
は
両
県
が
独
自
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
両
県
が
「
な
ぜ
当
初
の
試
算
で
、
実
態
調
査

に
よ
る
計
算
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
」
、
「
な
ぜ
当
初
か
ら
こ
の
仕
組
み
に
し
な
か
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
承
知
し

て
い
な
い
。

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

鹿
児
島
県
が
再
度
行
っ
た
収
支
試
算
に
お
い
て
は
、
開
業
後
十
年
間
は
Ｊ
Ｒ
九
州
か
ら
第
三
セ
ク
タ
ー
に
出
向
す
る
職
員

を
八
十
一
名
と
し
、
当
該
職
員
に
対
す
る
人
件
費
に
つ
い
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
負
担
額
を
一
人
当
た
り
年
間
二
百
五
十
万

円
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
Ｊ
Ｒ
九
州
の
具
体
的
な
負
担
額
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

当
該
収
支
試
算
に
お
い
て
、
開
業
後
十
一
年
目
以
降
は
、
Ｊ
Ｒ
九
州
に
よ
る
支
援
を
考
慮
し
て
い
な
い
た
め
、
赤
字
に
な
る

と
承
知
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
開
業
十
一
年
目
以
降
の
具
体
的
な
運
営
要
員
の
確
保
及
び
人
件
費
負
担
な
ど
の
収

支
予
測
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
熊
本
県
及
び
鹿
児
島
県
に
お
い
て
適
切
に
検
討
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
減
価
償
却
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
両
県
に
お
い
て
第
三
セ
ク
タ
ー
の
経
営
計
画
全
体
の
中
で
適
切
に
検

討
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三



九
に
つ
い
て

Ｊ
Ｒ
九
州
は
、
旧
日
本
国
有
鉄
道
と
異
な
り
、
民
営
化
さ
れ
た
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
が
Ｊ
Ｒ
九
州
に
対
し
て
、

そ
の
資
産
の
無
償
譲
渡
を
求
め
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
整
備
新
幹
線
の
並
行
在
来
線
を
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
り
運
営
す
る
場
合
に
は
、
Ｊ
Ｒ
か
ら
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
譲
渡

さ
れ
る
鉄
道
の
用
に
供
さ
れ
る
資
産
に
つ
い
て
、
固
定
資
産
税
等
で
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

出
水
市
及
び
川
内
市
に
お
け
る
新
幹
線
駅
の
建
設
に
伴
う
駅
前
広
場
や
周
辺
の
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｒ
九
州
が

費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
ま
た
、
国
は
地
元
地
方
公
共
団
体
の
要
望
に
基
づ

き
国
庫
補
助
事
業
に
よ
り
こ
れ
ら
の
整
備
を
支
援
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

新
幹
線
建
設
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
に
伴
う
渇
水
に
よ
る
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
係
る
損
害
に
対
し
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団

（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
は
、
他
の
公
共
事
業
の
場
合
と
同
様
に
、
「
公
共
事
業
に
係
る
工
事
の
施
行
に
起
因
す
る
水

枯
渇
等
に
よ
り
生
ず
る
損
害
等
に
係
る
事
務
処
理
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
十
九
年
九
月
十
九
日
中
央
用
地
対
策
連
絡
協
議
会

四



理
事
会
決
定
）
に
よ
り
、
井
戸
等
水
利
施
設
の
新
設
及
び
改
造
に
要
す
る
費
用
や
維
持
管
理
費
の
増
加
分
等
を
負
担
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
維
持
管
理
費
の
増
加
分
に
つ
い
て
は
、
費
用
負
担
対
象
期
間
（
お
お
む
ね
十
五
年
間
）
に
お

け
る
各
年
の
維
持
管
理
費
の
増
加
分
に
つ
き
、
過
去
一
定
期
間
の
金
利
水
準
を
考
慮
し
て
複
利
現
価
法
に
よ
っ
て
割
り
引
い

て
得
ら
れ
た
額
の
合
計
額
を
最
初
の
年
に
一
括
し
て
支
払
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
費
用
負
担
対
象
期
間
に
お
け
る
維
持
管
理

費
に
係
る
財
源
は
確
保
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
新
幹
線
建
設
工
事
に
係
る
損
失
に
対
す
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
建
設
主
体
で
あ
る
公
団
が
行
う
こ
と
と
な
っ

て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
が
別
途
費
用
負
担
す
る
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
地
方
交
付
税
措
置
を
講
ず
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

新
幹
線
鉄
道
の
列
車
の
走
行
に
伴
う
騒
音
及
び
振
動
に
つ
い
て
は
、
公
団
及
び
Ｊ
Ｒ
九
州
に
お
い
て
、
防
音
壁
の
設
置
や

バ
ラ
ス
ト
マ
ッ
ト
の
敷
設
等
の
騒
音
・
振
動
対
策
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
新
幹
線
沿
線
地
域
の
側
道
や
緑
地
・
公
園
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
公
団
及
び
Ｊ
Ｒ
九
州
が
騒
音
・
振
動
対
策
と

し
て
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て

五



い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、
都
市
公
園
事
業
等
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
補
助
制
度

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て

九
州
新
幹
線
（
長
崎
ル
ー
ト
）
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
武
雄
温
泉
・
長
崎
間
に
つ
い
て
公
団
か
ら
法
に
基
づ
く
工
事
実
施

計
画
の
認
可
の
申
請
が
な
さ
れ
た
段
階
で
あ
り
、
今
後
、
着
工
す
る
ま
で
の
間
に
、
「
整
備
新
幹
線
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」

（
平
成
十
二
年
十
二
月
十
八
日
政
府
・
与
党
申
合
せ
）
に
基
づ
き
、
そ
の
収
支
採
算
性
、
投
資
効
果
等
の
検
証
を
行
う
と
と

も
に
、
並
行
在
来
線
の
経
営
分
離
に
つ
い
て
の
沿
線
地
方
公
共
団
体
の
同
意
の
取
付
け
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
五
に
つ
い
て

長
崎
県
の
広
報
誌
「
な
が
さ
き
情
報
通
信
」
（
平
成
十
四
年
三
月
一
日
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
九
州
新
幹
線
（
長
崎
ル
ー
ト
）

の
利
用
予
測
の
根
拠
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
収
支
採
算
性
、
投

資
効
果
等
の
検
証
は
、
今
後
、
着
工
す
る
ま
で
の
間
に
検
討
す
べ
き
問
題
と
考
え
て
い
る
。

六


